
横浜地方裁判所委員会 (第 24回 )議事概要

1 日時

平成 26年 5月 20日 (火)午後 2時～午後 4時 30分

2 場所

横浜地方裁判所大会議室

3 テーマ

着手法曹の育成

4 出席者

(委員)飯田直久,市村陽典,海野信也 ,齊木敏 文,斎藤佐 知子 ,鈴木真 由

美 ,相 馬宏治 ,竹澤秀樹 ,日 村 員,時任和子 ,中 村周 司,平沼英子 (五

十音順 ,敬称略 )

(事務担当者)横浜地方裁判所民事首席書記官,同刑事首席書記官,同事務局

長,同総務課長 ,同総務課課長補佐,同課庶務第一係長

5 議事

(1)開会及び所長あい さつ

(2)新任委員の紹介

(新任委員)田村員,平沼英子,鈴木真 由美 (任命順,敬称略 )

(31 説明者の紹介

横浜地方裁判所第 9民事部青木晋部総括判事,第 7民事部今村あゆみ判事補 ,

横浜地方検察庁葛西敬一総務部長,横浜弁護士会中村宏弁護士,同小平展洋弁

護士が説明者 として参カロ

(4)委員長代理の指名

委員長代理に第一順位 として齊木敏文 (横浜地方裁判所判事),第 二順位 と

して田村員 (横浜地方裁判所判事)が指名 された。

(5)テ ーマに関す る説明

① 裁判所説明



ア 青木部総括判事から「若手裁判官の育成について」と題して説明

∽ 若手法曹の増加

0 裁判官の任用

(勁 裁判官に求められるもの

い 若手裁判官の研修体制

の 司法研修所における研修

い 横浜地方裁判所における新任判事補研さん

イ 今村判事補から「平成 25年度民間企業長期研修」と題して説明

"
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(勁 まとめ

② 検察庁説明

中村委員及び葛西総務部長から「若手法曹の育成Jと 題して説明

ア はじめに

∽ 若手検察官とは

に)若手検察官育成の必要性

イ 若手検察官の育成の在り方

" 
指導方針

∽ 研修制度

a 新任検事研修～新たに任官した検事を対象

b 検事一般研修～任官後概ね 3年前後の検事を対象

(勁 実務指導



a 新任検事期

b 新任明け検事期

c いわゆるA庁検事期

③ 弁護士会説明

ア 中村弁護士から「弁護士会の新規登録弁護士研修・若手支援について」

と題 して説明

" 
新規登録弁護士研修

a 沿革

b 対象者

c 内容

d 履修期間

e 実効性確保について

イ)チューター制度

a 沿革

b 制度の概略

c 制度の趣旨

d 勉強会の内容

u 若手会員対象民事裁判手続研修会

a 概要

b 内容等

い その他各種研修

イ 小平弁護士から「チューター制度の現場を通じて」と題して説明

∽ 新規登録弁護士としての感想等

∽ チューター弁護士としての感想等

(6)テ ーマに関する意見交換  (発言 ■委員長 ○委員 □説明者)

■ 裁判所側の説明に対する御意見・御感想・御質問をお願いします。



〇 着手法曹が増加 しているということで,過去 20年間ぐらいの間は年間 5

00人だつたのが2000人 ぐらいになつているということですね。前回の

地裁委員会の時でしたかサラ金の過払い金返還訴訟ですとかB型肝炎訴訟

等の件数が増えていて,それがこれからどうなるかというお話があつたかと

思うのですが,裁判官や検察官というのは公務員で,定員があるわけですね。

そうすると,若手法曹全体としては数が増えている中で,裁判官の数として

はどうい う変化になつているのかとい うことを教えていただければと思い

ます。

○ まず,現在の我が国の裁判官の人数についてですが,我が国の裁判所は現

在,最高裁判所長官が 1名 ,最高裁判事が 14名 ,高等裁判所長官が 8名 ,

下級裁判所の裁判官は,判事が 1889名 ,判事補が 1000名 ,簡易裁判

所判事が806名 となつています。毎年新たに任命される判事補の数ですが,

私の任官時は 57名採用されました。平成 26年 1月 は96名 が採用されて

おります。全体で見ればそうでもないように見えますが,昔 と対比してパー

セントで考えると,裁判官の採用人数も相当増えていると見ることができる

と思います。ちなみに,こ の 96名 のうち,横浜地裁には 5名 の新任判事補

が配属されています。

0 4倍 増えているところで裁判官は約 2倍 に増えているとい うことだとし

ますと,全体としてはやはり裁判官は少ないのですね。法曹全体の中での割

合からいつたら少し減少傾向にあるということになりますね。

■ 法曹全体の中の割合という意味ではおつしゃるとおりですね。

○ 民間企業長期研修や判事補の外部研修ということで幾つかのメニューが

ありましたが,これはそれぞれ,例 えば96名 のうちのどの程度の方々が経

験されるのか,重複 して経験されるものなのか,それともごく一部の方がご

く一部のメニューを経験されるものなのか,そ うした運用の様子を教えてい

ただければと思います。



○ 派遣型で今,一番人数が多いのは留学ではないかと思います。その他の研

修も合わせて,判事補は可能な限り,一度は外部経験をするというような形

で運用されていると思います。

■ 派遣型の大枠というか, どういうところに派遣をしているかとい うお話も

御紹介したほうがよいのではないでしょうか。まず,留学の類型とか行政官

庁の類型とか。

○ 判事補の場合には,民間の企業での長期研修という1年間の研修に約 10

名程度,他職経験として弁護土事務所に何名か,行政機関にも相当数出向し

ています。ごく一部ですが,在外公館,例えば在外の大使館で勤務する例も

あります。イギリスとかアメリカとかオース トラリアとかそういつた大学な

どへの留学も2桁程度おります。例えば,留学して戻つた方が行政官庁に出

向する例もありますが,重複 して派遣型の研修を受けることは多くはないと

思います。横浜の場合,民間の長期企業研修や,過去には衆議院法制局や経

済産業省に出向した者がおり,こ れから留学する者が 2名 ほどおります。

○ 例えば 96名 の全員が何がしかの形で派遣研修,外部経験をされるという

ことなので,裁判官が増えたとはいえ,定員が限られた中で運営していらつ

しゃると思うので,全体として 1年間それだけの人数が平均して現場から離

れるということですから,ある意味大変な負担というか負荷を感 じる面も現

場的にはあるのだろうなと推測します。それをあえて派遣という形で 1年間

の時間を与えて教育研修を積ませるという,そ この組織的なコミットメント

が大変強いなと思いました。

○ 外部研修の話ですが,裁判官の専門性というのはどのぐらいあるのでしよ

うか。いろいろな領域の仕事,訴訟があるかと思うのですが,ある分野のと

ころで研修された場合は,やはりそういう方面の専門的な知識を身につけて ,

それをその後の経歴に生かしていこうという考え方なのでしょうか。それと

もむしろ,社会の実情をまだよくわかつていない,それまで勉強ばかりして



いたというところがあるのではないかというようなことで,ち ょっと常識を

身につけさせようという観点があるのでしょうか,ど ちらが主でしようか。

□ 端的に言いますと,す ぐ仕事に役に立つことではなくて,裁判官を大きく

育てるための経験を積ませる,そ んなような考え方ではないかと思います。

今の御質問に関連 しますと,そ もそも若手裁判官について,何かスペシャリ

ス トを育成していくのか,あ るいは何でもできるゼネラリス トを育てていく

のか,こ ういつた問題意識につながつていくような御質問だつたのではない

かと思います。スペシャリス トといえば法曹自体がスペシャリス トかもしれ

ませんが,裁判官について大きく分けますと,民事事件を中心に担当する裁

判官と刑事事件を担当する裁判官にキャリアを積んで分かれていくというこ

とになろうかと思います。しかしながら,それは経験を積んでいく中で,若

いころはいろいろな仕事を経験 しながら,だんだんとどちらかになつていく

というようなシステムに,今のところはなつています。

■ 若干つけ加えさせていただきます。先日,外部経験を経て裁判所に戻つて

4, 5年たった裁判官を何人か私自身がヒアリングし,外部経験がどんなと

ころに生きていると思うかを尋ねました。すると,例 えば官公庁等に出向し

た裁判官は一様に,組織における物事の決定のあり方というのがどうなつて

いるか,行つて初めて実情が理解できたと言つていました。だから,例 えば

裁判に出頭する方にだけ,次にこのような準備をとか,何 日までに提出をな

どと言つても,直ちにその反応が返つてこないのは当たり前なのだ,それは

どうい う決定をたどつているか,それから,組織における個人と組織として

の決定とい うのはどんなふ うに見ていつたらいいかとい うことについても

随分考えられるようになつたと言つていました。また,こ の裏に何があるの

だろう, どういう背景があるのだろうというふ うに物事を非常に複眼的・多

重的に見て考えるくせがついてきたと。そういうふうなことを言つている裁

判官が多くいたのです。そういう意味では,直接的とまでは言えないと思い



ますが,裁判官 としては非常に貴重な経験 をした と思っています。

○ 人数が増 えて 3倍 ぐらいになつている,裁判官の方 も増 えてきているとい

うことです けれ ども,それは,訴訟の数 も増 えている,要す るに業務 として

は増 えているか らとい うことで人数を増や しているとい う考 え方ですか。

○ 訴訟の件数 については,平成 21年 , 22年 ぐらいが実は ピー クで して ,

それは,サ ラ金業者 に対 して利息を払い過 ぎた過払い金の返還請求 とい う種

類の事件が増 え,全国で 4万件 を突破す る事件数 にな りま した。そのころが

ピークで,今はそれがな くな り,減少傾 向にあ ります。訴訟事件はその時々

であ り,一貫 して増 えているとか減っているとかそ うい うことは必ず しも見

て取れない と思います。 ただ,今 は多少余裕 ができ始 めてきた時代であ り,

その分,個々の裁判の質を上げることに尽力 しなければいけない時代だと認

識 しています。

○ そ うい う意味では,余裕ができたことで研修な どなるべ くいろいろなもの

に参加できるような態勢になつてきているとい うことですか。

○ 着手判事補の研修については,やは り我々の組織の将来を担 う者たちの育

成ですので,どんなに忙 しい時でも研修に出す とい う態勢でいますが,研修

に行かない者がそれを支 えることになるわけであ り,その支 える者の負荷が

軽 くなって,研修に行 く者が安心 して行けるとい うことではあると思います。

■ 今,派遣型の研修 を中心に説明 させていただきま したが,研修の もう一つ

大きなもの としては,司法研修所が中心にな り,例 えば同 じ医療事故に関す

る裁判の研修会 とか,特殊 な行政事件 に関す る研修会 とか,テーマ別のいろ

いろな研修が年間数多 く行われています。それは全国の裁判所か ら裁判官が

集まって くるのですが,大 きく分けて,あなたはこの年代で この時期だか ら

とか,こ うい う事件 を担当 しているか らとい う理由でこの研修 に来て くださ

い とある程度人を決めて呼ぶ研修 と,そ うではなくて,自 分は将来こ うい う

事件をぜひ専門的にやつてみたい とい う者が,自 分の意思で こうい うものに



応募 したい,も つとそ うい う力をつけたい と手を挙げて参加す る応募型の研

修 との 2種類に分かれています。応募型の研修 とい うのは,音に比べるとた

くさんメニューが用意 されていて,活発な方は年間 2回 3回 と自分で選んで

行 くとい う状況です。

いかがで しょうか。 こうしたことについて,御意見 とか,も う少 しこんな

ことをや ってみた らよいのではないか とか,何かあるで しょうか。

○ 大変素人の意見だと思 うのですが,裁判官の方はそ うい う意味では,いい

裁判官 とか悪い裁判官 とか とい うのがあるのか どうかち ょつ とわか りませ

んが裁判官 としての評価のよ うなものはあるのですか。

日 もし裁判官 としての評価 を決めるといつた ら,こ れは裁判所が裁判官に対

して決めるのではな くて,恐 らく社会の,いい裁判 を してもらった とか,そ

うでない とい うようなものが,一番の中心になつているのではないで しょう

か。少な くとも,研修の中で 目指そ うとしているのは,そ うい うものがまず

理解できる,い ろいろなものの実質 を正 しく理解できるとい うことが大前提

になるものです。深い洞察力 とい うのが裁判官に必要なものなのですが,裁

判官にはそ うい うものがあるのだ とい うふ うに,社会に思つて もらえるよう

な力 をつけるために,い ろいろな形 をした研修が設 けられているのだろ うと

思います。

○ 行政マ ンなどは,評価制度のようなもの,例 えば給料 とかボーナスとかそ

ういつたものに反映す るとい うような仕組みがあるわけですが,裁判官には

そ ういつたものはない とい うことですか。

○ 裁判所で も,一般職員については,一般の行政官 と同 じよ うな評価 システ

ムをつ くって,期首の面談 , 日標の設定,それ を実現 したか とい うような評

価 を行つています。 ただ,裁判官の場合には,裁判官の独立 とい うなかなか

難 しい,非常に大きな問題があ ります。個々の裁判,ど うい う裁判をす るか

は個々の裁判官がその良心に従つて裁判 をす るとい うことになるので,一般
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の行政官と同じような,期首の面談, 日標の設定,それが実現できたかとい

うような評価をすることになると,裁判の内容に入り込む恐れがあります。

そのため,裁判官についてはそのような評価方法は採用されていません。た

だ,自 分はどのような目標をたてるかというのを自由に書く人事カー ドのよ

うなものがあり,個々の目標について自己評価をしているというのが実情で

す。もちろん,裁判官の評価は,当事者,弁護士あるいは検事,一般社会,

上級審と,いろいろな方面から評価されますが,それはそれとして,ほかに

自分で日標を設定して自分で努力するというのが基本であろうかと思いま

¬
ケ 。

■ こ うした研修制度は実は 10年ほ ど前に大きく変わつて,判事補の 10年

間の うちに少な くとも 1つの期間は外部で何 らかの研修 を して こよ うとい

う制度に大きく転換 しま した。それ以前 ももちろん留学や出向とい うのはあ

りま したが,も う少 し教育的な意味の 目的を強 くして,必ず研修に参カロさせ

るとい う形に大きく転換 しま した。民間研修 とい うのはもつと前か らあ りま

すが,制度的に非常に広がって,多 くの裁判官が民間研修に行 くようになっ

た,あ るいは弁護士の経験 をするようになつた とい うのは,こ こ 10年 ぐら

いのことだ と言 つていいと思います。

○ 幅広い研修をなさつているのだな と思 うのですが,こ のよ うな幅広い研修

を取 り入れ るに至った育成上の動機 とい うか,かつての問題 とかあるいは危

機感みたいなものはあったので しょうか。

○ 裁判 に対す る様々な批判が出るときに,裁判官は非常に限 られた社会の中

で純粋培養 されてい るか らどうして も民間の実情に疎 くて世 間知 らず にな

りやすいのではないか とい う指摘があ りま した。そ うい うことが司法制度改

革の中で も意見 としてあ り,裁判官は様 々な外部経験・他職経験 を経て,識

見を広 げる態勢 をつ くつたほ うがいいのではないか とい うことで裁判官 に

他職 を経験 させ るための法律ができた とい う経緯があ ります。やは りそ うい



った動きを受けて,裁判官もまずは自分自身で自分の識見を広げ,よ い社会

人として活動していくという意識をもち,様々な研修に応募して,研修を通

じて識見を広げたり,当 事者の方から社会の実情あるいは常識を立証してい

ただいて,それによく耳を傾けて,それを理解することによってきちつと適

正な判断をするというようなことに心がけています。

○ 私の経験で申し上げますと,一生懸命勉強して大学に入学してくる学生,

ちょつと年代は違いますけれども,ずつと受験のために点数や偏差値という

中で生きてきた 1年生 2年生をどう「人間Jに戻してやるかということを考

えなければならないという問題があります。恐らく司法制度改革でそういう

問題点とい うのはかなりの部分クリアされているのかもしれないのですけ

れども,ま だ私どものところではそれは深刻な問題 として残つています。

私どものところですと,夏休みに牧場に行つて牛の世話をするとか,バーベ

キューに行つて野菜を切つたこともないとか,そ ういうようなことを全くや

ったことのない者たちがたくさんいます。そういうような感じなものですか

ら,そ ういうところを何とか「普通の人間Jに なつてもらわないとというこ

とで,取 り組んでいるのですけれども,そ ういうような問題は,も う法曹界

のほうではそれは余り考える必要はないということでしょうか。

○ 考える必要はないということではなくて,む しろ,考 えなければいけない

ので,こ の委員会のような組織的な場を設け,委員の方々の御意見も承 り,

少 しでもそういう点が問題とならないようにしていきたいとい う思いでい

ます。

□ 民間企業に行つてこられた裁判官は,現場で営業をしたりして本当にそこ

の会社員になつたような経験をしております。非常にそれはいい経験になる

のではないかと思います。ですから,外部経験も,種類は限られていますが,

様々な研修を工夫してやつているということです。

○ 研修に行つてこられた方が,それを現場でシェアするというような勉強会
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とか,そ ういつた機会はあるのでしょうか。

□ 私は横浜地方裁判所判事補の身分で 1年間民間企業で研修し,その 1年間

の終わりのころに,民間企業長期研修の報告会ということで,横浜地方裁判

所の方々に対して報告をする場が設けられましたし,横浜地方裁判所だけで

はなく,他の,例 えば東京地方裁判所の判事補もほかの企業に行つているわ

けですけれども,その場合には東京地方裁判所に戻つて同じように報告会と

いうことで,民間企業研修を経験した裁判官だけではなくいろいろな方と情

報をシェアするという機会を設けています。

□ 今年の報告会では 3名 が横浜地方裁判所で報告会を開催して,これからそ

ういう外部企業研修に応募 してみたい,あるいは希望を出したいという人の

参考になるような形で現場に選元しています。

■ このような報告を聞くために,その時だけは,全国,東北の管内や北陸の

管内からも,相 当の人数の若手裁判官を集めています。東京でも同じような

機会を持つております。

○ 今,希望を出すというお話がありましたが,こ の研修は御本人の希望なの

ですか。判事補の期間にいつかは行くということですが, どのタイミングで

どうするか,どのような形で決められているのですか。

■ それこそ 1年間裁判官 1人が不在となるわけですから,全体の配置を考え

て調整しなければいけません。最終的には上級庁が全体を考慮して決めてい

ますが,民間企業に行きたいか海外留学を希望したいかあるいは官公庁に行

きたいかというようなことについては,判事補が対象の研修の場合には毎年

本人に希望を聞いています。もちろん,どの企業というところまでは希望を

聞いていませんが,大枠としては聞いています。

○ 専門性を生かして御活躍いただいてその方の御報告を受けて次の希望者

が続くことを期待したいと思います。教えていただきたいのは,先ほど,偉

大な裁判官は心に火をつけるということで,大変重要だなと改めて思いまし
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た。その裁判官の育成に当たって,良心に従つてよい裁判ができるようにみ

ずから自己研さんに努めて見識を高めていくというのが基本形である,基本

的な重要な要素であるというお話がありました。それはそのとおりだと思う

のですが,その上で,そ うしたよりよい裁判官になろうというモチベーショ

ンをどう維持させていくか,あ るいは,そのモチベーションが一度宿ると退

官するまできちんと続いていくような,そのための仕組みを若いころにどの

ようにやっているのかというのをお伺いしたいと思います。判事補としては

10年間あると。中には,こ れはわかりませんが,私 どもの組織でいくと,

多少パターナリズム化してくる,マ ンネリズム化してしまうような者もいな

いわけじゃありません。それをどうやつてねじを巻き直そうかというのがあ

るわけです。そうした,技術であるとか見識という点とちょっと違 う切リロ

なのですが,その点をどのように育成されているかをお伺いしたいと思いま

す。

○ 裁判官も何十年か勤めてまいりますと節目というものがありまして,その

節目ごとに大きな研修を入れて巻き直すということをやっています。職務上

の義務研修型というものがそういうものです。私のころは 1年 目, 3年 目,

10年 目に研さんがあり,そのほかに支部長になつた時の研修,部総括にな

った時の研修など,そ ういう節目ごとにまず義務研修があります。それでま

ず,その仕事につく,あ るいは仕事の新たなステージに進む時の心構えなど

を議論する,あ るいは教育を受けるということをしています。今は分野別研

修というものもあり,自 分がこの専門を極めたいというような研修も選べる

ようになつて新しい刺激を受けることができるようになっています。例えば

ITをや りたいとか,先端的な企業取引についての訴訟を担当したいからそ

ういった先端的金融取引についての勉強の研究会に出たいとか,そ ういつた

ものを組み合わせて,絶えず新しい刺激を受けて研さんに努めるという態勢

にしております。それがうまくいっているかどうかは皆様の御批判を賜りた
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いところだと思つています。

○ 今のような形でこの分野の専門家になりたいというような希望をかなえ

られるような研修が整えられているということですが,そ うすると,それを

希望 して研 さんを積まれた方が今度はそういう事件に当たらないと裁判官

の方も腕の振るいようがないと思うのですが,その点はどうでしょうか。

○ 専門の種類にもよりますが,医療事件とか行政事件になりますと,例えば

地方の民事部に行くと件数は少ないのですが必ず担当することになります

し,例えば IT関係の訴訟というのはだんだん増えており, どこの裁判所ヘ

行つてもソフ トウエア開発をめぐる訴訟は経験するような状況になつてい

ます。唯一,知財関係は大都市の東京・大阪に限られているということもあ

るので,そ ういうところの知財部に配置されないとなかなか経験できないか

もしれませんが,ほかのものは大概,頻度の問題はありますが,ど こかでは

経験できるのかなと思つています。

■ それでは,次に,検察庁からいただいた説明に対して御質問なり御意見な

りありましたらいただきたいと思います。どのような観点からでも結構です。

○ 決裁官が傍聴 して訴訟活動のあり方についてコメン トするとい うことで

すが,こ れは決裁官お 1人か,複数で見て皆さんでア ドバイスするわけです

か 。

○ 裁判員裁判を開始 した当初は,私 どももいろいろ不慣れな部分もあり,必

ず常に複数名がいるわけではないですが,検事正をはじめ次席あるいは部長

等,全庁一九となってほかの業務の傍ら,傍聴 したり,後で反省会を開いた

りして,それぞれのコメントをするという勉強会の場を設けていました。最

近は,それぞれの若手検察官も経験も積んできているので,数的には減つて

いるかとも思いますが 1年 目2年 日程度の特に若い検察官に対 しては積極

的にそういったコミットメン トをしていくようにはしています。

○ 裁判を傍聴 していろいろと意見をという教育というのは,やはり裁判員裁
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判 とか否認事件のほ うが多いのですか,それ とも普通のいわゆる単独の自白

事件等でも行われていることなので しょうか。

○ 数的にはやは り裁判員裁判が中心になるか と思います。国民の皆様方に司

法に参加 していただいて,な るべくわかりやすく訴訟活動をしていかなけれ

ばならない,それに対してどれだけ意を用いているかということが中心にな

ろうかと思いますので,単独事件よりも,主 として裁判員裁判が中心になつ

ていると思います。

○ 公判立会の検事にとって大切なスキルとして尋問技術があると思 うので

すが,あまり尋間が得意ではない検察官というのもいらつしゃるのではない

かと思うのですが,尋問技術を磨くためにどのような研修をされているので

しょ,か。

□ 法務総合研究所の研修では,事件記録を研修員に読ませて,教官などが証

人役になり,研修員に実際に尋問させて,き ちんと問くべきことが聞けるか

という観点で実習をやつてもらつています。教官は6人 ぐらいいるのですが,

研修員が何十名か来ますと, 6班 ぐらいに分けて部屋を6つ用意し,それぞ

れ研修員が数名ずつその部屋に入つて,同 じ記録で証人尋間を行います。で

すから,自 分の尋問以外に,ほかの研修員の尋間のやり方を見て,こ うやれ

ばよかつたなどもわかります し,も ちろん,終わつた後に教官からコメン ト

をもらうという形での研修です。現場では,当 たり前なや り方ですが,ま さ

に傍聴することによつて,あの尋間はこういうふうに聞いたほうがいいとか ,

そういうのもあります。ほかの庁で経験したのは,例えば尋問記録を使つて,

こうい うふ うに開けばよかつたのではないかと勉強会をやるとなどがあり

ます。また,例 えば私が実際に裁判をやつて尋問したとして,その記録がで

き上がったときに,それを私自身がもう一度見直して,こ ういうふうに開け

ばよかったなということを,反省の意味を込めて書いてみて,それをみんな

に発表するという形で勉強会をやるという検察庁もありました。
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○ 先ほど,裁判所では対外的な研修ということで御紹介がございましたけれ

ども,検察庁では,純粋に対外的な研修という位置づけでは,弁護士事務所

の職務体験として何名か検事を派遣するという研修があります。ほかには若

手検察官の外国留学もありますし,研修になるのかどうかわかりませんが国

内の法科大学院への教授の派遣もあります。ここ最近,再犯の防止というも

のが強く叫ばれており,検察庁としてもこれに積極的に取り組んでいるとこ

ろです。必ずしも刑事手続に乗せるばかりが再犯防止に寄与するわけではな

いということで,入 り口対策として起訴するまでもなく不起訴にした上で福

祉のルー トに乗つてもらうとか,あ るいは仮に月風役 したにしても,き ちつと

社会生活ができるように復帰してもらうというような意味で,保護観察所で

すとか,市当局ですとかあるいはその他の福祉施設などとも,いろいろ勉強

会をさせていただいたりして,問題点を共有した上でいろいろ対策を練つて

いるというところであり,こ れは研修といつていいかどうかわかりませんが,

紹介させていただきました。

■ ありがとうございました。

次は弁護士会ということですが,検察庁や裁判所と違つて,弁護士会の場

合は各事務所に分かれているので,養成とかというものがまたひとつ御苦労

があるかと思います。会としても積極的に取り組んでいるという実情を御紹

介いただけたかと思います。これに関しまして何か御意見とか御感想,御質

問はないでしょうか。

○ チューター制度は,横浜弁護士会がやっていることなのですか,それとも

日本全体の弁護士会で取り組んでおられることなのでしょうか。

□ 各都道府県ごとの単位会で取り組んでいるところが,おおむね 2割前後だ

と思います。ただ,ほかの会はほかの会で, 1対 1個別研修制度みたいなこ

とをやつていたり,あ るいは東京のように人数が多いところは何でも相談で

きる弁護士を置いたり,あ るいは若手の弁護士の方で,特に事務所が決まら
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ないでいる方を 1年間だけ事務所を貸してあげるという形で,その事務所に

また弁護士を配置して何でも相談ができるよとい うようなシステムでやっ

ているところもあります。各会でや り方が違っていて,こ ういうチューター

形式でやつているのは,横浜とか名古屋とか福岡だとか,中規模の会が比較

的多いのではないかと思います。

○ チューター制度の対象となる新人弁護士の状況は,裁判官・検察官に比ベ

て,随分違いがあるのではないかと思うのです。つまり,大 きな事務所に就

職されている方, 1対 1の事務所に就職されている方,席だけ入れてもらつ

ているけれども実質独立採算のような形でやつておられる方,い きなり独立

された方,いろいろいらつしゃるのかなと思うのです。チューター制度とい

うのは,そ ういう状況によって教え方とかカリキュラムとかを分けていらっ

しゃるのでしょうか。

□ 特にチューター制度 としてこれというカリキュラムがあるわけではない

と開いています。個々に合わせてやっていらっしゃるのではないかと思いま

す。私が担当していた班では,す ぐに独立したいわゆる即独といわれるよう

な弁護士はいませんでしたが,先ほどお話がありました,実質は自分で経営

しているような,軒を借 りているという意味でいわゆるノキ弁というんです

けれども,そ ういう方はいました。そういう方には,やはり最低限気をつけ

なければいけないことを注意して教えていました。ただ,実際はそういう方

も,就職活動というような形のこともしていて,途中でどこかの事務所に所

属する形で行かれたりしました。そういったときにも,やつぱり就職のア ド

バイスとか質問に乗つたりもしていました。ですので,その班員の中にどう

いう方がいるかによつて,何をするかは臨機応変にやつているのが現状だと

思います。

○ 補足させていただくと,多分,着手の育成制度がしっかりした事務所にい

るイソ弁の方はあまリチューター制度に参加 しなくてもその所属事務所で

16



OJTが しつかり受けられるので問題はないかと思います。どちらかという

と,チ ューター制度に積極的に参加される方は,ノ キ弁だつたり即独だつた

り,大きな東京の事務所の支店とかに何のはずみか入つてしまつたみたいな

方だつたり,そ ういう方が多いのではないかと思います。

○ 私も 2年ほど一番上の期のパターンでチューターをやったことがあるも

のですから,補足させていただきます。弁護士会も気にしていまして,チュ

ーター制度に参加 している着手弁護士には必ず基本的には出席するように

と言つていて,チ ューターのところに来なかつたらこちらから連絡をとつて,

なぜ来ないんだと聞くようにというところまで実はやっています。ですから,

かなり出席率はいいほうだと思います。その中でいろいろな悩みも出てきま

す。実はチューターをやつている間に 2人,ク ビになつてしまつたりとか ,

いろいろな相談を受けたりしています。そういう中で,やはり弁護士として

単純に事件処理だけではなくて,生活面も含めて,な るべく話を開いてパッ

クアップできるような態勢をとつているというのが実情です。

○ 弁護士の場合,裁判官とか検察官のように公務員の組織にいるのとは違つ

て,個別の事務所でという形になると思いますので難しい側面はあるとは思

うのですが,三者それぞれ,かかわり方とか役割が違 うとは思うのです。国

民の人権だとか身体・財産だとかにその人の判断が直接影響を及ぼしやすい

という意味合いにおいて,やはりその個人の人間力というかバランス感覚と

い うかが非常にそれぞれのお立場で重要な要素なのかなと思 うのです。

組織的に難しいところはあるのかもしれませんが,裁判官の若手育成の制度

の中に,民間派遣という形で全く違 う組織に入つて,違 う組織での物の考え

方だとか違 う分野での物事の進め方とかを勉強するとかという話がありま

した。そういつたものを例えば弁護士会で,当然,全員受けさせるというこ

とはどの組織でも難しいとは思うんですけれども,幾つかでも募集 して何か

やつてみるとか,何かそういう外部組織での経験という形のものはあったり
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するのでしょうか。

○ 私も全部把握しているわけではないんですけれども,基本的に,他職経験

みたいな形を組織的にやつているという弁護士会はないと思います。

ただ,例 えば任官制度でありますとか任期付公務員といつた形ですとか,

留学制度に対して補助金をつけたりとか,そ ういつたことに対する支援とか

そういう動きに対する協力とか,そ ういうことは積極的に, 日弁連とか各単

位会でやつているというのが実情です。

○ 弁護士は基本的に個人事業主なので,個人,特に一般国民に一番最初に直

に接する,その中で,やつぱり,先輩方の仕事の仕方を学びながら,研 さん

を積むということだと思 うのです。弁護士会はあくまでも弁護士が加入 して

いる強制加入団体なので, じゃあ民間研修でというようなものはできないと

いう感じがします。

○ 研修とはちよつと違 うような形です。

■ 組織としての研修と違 う,難 しい前提を抱えているとは思われますね。そ

のほか,弁護士会,検察庁,裁判所,先ほどまでのもの全体を通して何か御

意見とか御感想とかありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。それでは,こ れで本 日は終了とさせていただきます。

(7)次回のテーマ及び開催 日時

ア 次回のテーマ

「裁判員制度の現状と課題～施行から5年を経過して～J

イ 次回の開催 日時の決定

平成 26年 11月 27日 (木)午後 3時～午後 5時 30分

以  上
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